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【手続補正書】
【提出日】令和1年6月24日(2019.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コイル状のコンデンサであって、
可撓性多層テ―プで形成されたコイルと、
コイルのバット上に位置する第１の終端電極（第１の接触層）および第２の終端電極（第
２の接触層）と
を備え、
可撓性多層テ―プは以下の順で、第１の金属層、プラスチックの層、第２の金属層、エネ
ルギ―蓄積材料の層、および第２の金属層を含み、
前記第１の金属層は、オ―ミック接触を前記第１の終端電極と形成し、前記第２の金属層
は、オ―ミック接触を前記第２の終端電極と形成する
ことをと特徴とする。
【請求項２】
　その周りに前記可撓性多層テ―プが巻かれた誘電体コアをさらに備える、ことを特徴と
する請求項１に記載のコイル状のコンデンサ。
【請求項３】
　前記エネルギ―蓄積材料が、リレン断片を含む、ことを特徴とする請求項１に記載のコ
イル状のコンデンサ。
【請求項４】
　前記リレン断片が、構造１～２１から選択される１つ以上の構造を含む、ことを特徴と
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する請求項３に記載のコイル状のコンデンサ。
【表１】
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【請求項５】
　前記エネルギ―蓄積材料が、ド―プされたオリゴアニリンおよびｐ―オリゴ―フェニレ
ンから選択される、ことを特徴とする請求項１に記載のコイル状のコンデンサ。
【請求項６】
　前記エネルギ―蓄積材料が、有機溶剤に可溶なポリマ―材料を含む、ことを特徴とする
請求項１に記載のコイル状のコンデンサ。
【請求項７】
　前記ポリマ―材料が、構造２２～２７から選択される１つ以上の構造を含み、
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【表２】
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各Ｒ１およびＲ２は、アルキル、アリ―ル、置換アルキル、および置換アリ―ルから独立
して選択される、
ことを特徴とする請求項６に記載のコイル状のコンデンサ。
【請求項８】
　前記エネルギ―蓄積材料が、構造２８～６２から選択される１つ以上の超分子構造を含
む材料を含む、ことを特徴とする請求項１に記載のコイル状のコンデンサ。

【表３】
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【請求項９】
　前記エネルギ―蓄積材料は、絶縁体マトリックス中に導電異方性粒子の分散体（懸濁体
）を有するコロイド複合体を含む、ことを特徴とする請求項１に記載のコイル状のコンデ
ンサ。
【請求項１０】
　前記第１の金属層は、前記プラスチックの層の第１の表面の一部に堆積され、この第１
の表面は、堆積された金属を含まない第１のマ―ジン部分を有し、前記第２の金属層は、
前記プラスチックの層の第２の表面の一部分に堆積され、この第２の表面は、堆積された
金属がなく、かつ前記第１のマ―ジン部分に対して前記プラスチックの層の反対側の縁に
位置する第２のマ―ジン部分を有する、ことを特徴とする請求項１に記載のコイル状のコ
ンデンサ。
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